
特殊自動車課税についてのお知らせ 

特殊自動車とは、ショベル・ローダや農耕トラクタ等、走行や運搬よりも、作業機械とし
ての効用を発揮することを主たる目的とした自動車のことをいいます。特殊自動車は、車両
の大きさと最高速度により「大型特殊自動車」と「小型特殊自動車」に分類され、それぞれ
異なる税金が課されます。 

 

特殊自動車の種類は、道路運送車両法施行規則第 2 条別表第 1 で下記のとおり定められ
ています。 

 

大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となりますので、運輸支局での
登録の有無にかかわらず、申告が必要です。役場税務課へ申告してください。 

小型特殊自動車は、償却資産の申告は不要ですが、公道走行の有無にかかわらず軽自動車
税の課税対象になります。役場税務課でナンバープレートの交付を受けてください。 

●お問い合わせ 

 大型特殊自動車について：かつらぎ町役場 固定資産税係 0736-22-0300(内線 2043)   
 小型特殊自動車について：かつらぎ町役場 住民税係   0736-22-0300(内線 2042)   

(軽自動車) 


